
  





 

はじめに 

 

本市では、平成 23 年に「大分市都市計画マスタープラン」の改定を

行い、市民の皆様とともに 21 世紀の県都にふさわしい都市整備に取り

組んでまいりました。 

特に、中心市街地においては、大分駅周辺総合整備事業により、鉄道

路線で分断されていた南北の市街地を一体化するとともに、「大分いこ

いの道」や「ホルトホール大分」、「祝祭の広場」などを整備したことで、

回遊性・滞留性が高まり、にぎわいの創出につながっているところです。 

さらに、本市の個性と魅力を代表する歴史公園として、国指定史跡「大

友氏遺跡」の整備を進める中、「南蛮 BVNGO 交流館」、「大友氏館跡庭園」をオープンするなど、

歴史を生かしたまちづくりも進めております。 

一方、近年では、本格的な人口減少社会の到来や、頻発・激甚化する自然災害などの問題が顕

在化し、今後のまちづくりにおいては、こうした都市を取り巻く環境の変化を的確にとらえ、各

地域の特性を生かした均衡ある発展と秩序ある市街地の形成を図るなど、きめ細やかな対応が求

められてきております。 

このようなことから、変化する社会経済情勢に対応するとともに、「大分市総合計画 おおいた

創造ビジョン 2024 第 2 次基本計画」などの上位・関連計画との整合を図り、さらには「地域ま

ちづくりビジョン」の提言など、市民意向を踏まえた計画とするため、このたび「大分市都市計

画マスタープラン」の改定を実施いたしました。 

今後とも、市民主体のまちづくりを念頭に、目指す将来都市像である「笑顔が輝き 夢と魅力あ

ふれる 未来創造都市」の実現に向けて、本マスタープランに掲げる各施策を着実に実行してま

いります。 

最後に、本マスタープランの改定にあたり貴重なご意見、ご提言をいただきました市民の皆様

や関係各位に心から感謝を申し上げますとともに、本計画の推進に向け、より一層のご理解とご

協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

                          令和 3 年 3 月 

大分市長 佐藤 樹一郎 
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